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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月25日に提出いたしました第137期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月３１日）有価証券報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

  

  

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第３ 設備の状況 

３ 設備の新設、除却等の計画 

 (1) 重要な設備の新設等 

  

  

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

  

  

  

  

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

  

  

  

第一部【企業情報】 

  
  

第３ 【設備の状況】 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1)    重要な設備の新設等 

  

（訂正前） 

当社の設備投資については、毎年制定する３年間の「中期計画」の経営戦略に基づき、生産計画、需要予測、利

益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しています。当事業年度末現在における重要な設備の新設に係る投

資予定額は、750,000千円でありますが、その所要資金については、自己資金で充当する予定であります。 

新設 

  

投資予定金額 着手及び完了予定 



(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

（訂正後） 

当社の設備投資については、毎年制定する３年間の「中期計画」の経営戦略に基づき、生産計画、需要予測、利

益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しています。当事業年度末現在における重要な設備の新設に係る投

資予定額は、1,250,000千円でありますが、その所要資金については、自己資金で充当する予定であります。 

新設 

  

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

第４ 【提出会社の状況】 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

事業所名 所在地 事業の内容 設備の内容 

(千円)
資金調達
方法 

年月 
完成後の
増加能力 総額 既支払額 着手年月 完了年月 

堺工場 
大阪府 
堺市堺区 

セラミッ
クス 

焼成炉 84,730 3,700 自己資金
平成18年
12月 

平成19年 
10月 

ECグルー
プ焼成能
力 50％ 増
加 

原料処理設備 28,160 ― 自己資金
平成18年
12月 

平成19年 
６月 

ECグルー
プ原料処
理 能 力
100%増加 

加工設備等 60,500 ― 自己資金 平成19年
５月 

平成19年 
10月 

ECグルー
プ加工能
力等10%増
加 

東山工場 
大阪府 
堺市中区 

セラミッ
クス 

工場用地 115,711 13,475 自己資金
平成19年
３月 

平成19年 
６月 

未 定

事業所名 所在地 事業の内容 設備の内容 

投資予定金額
(千円) 資金調達

方法 

着手及び完了予定 
年月 完成後の

増加能力 
総額 既支払額 着手年月 完了年月 

堺工場 
大阪府 
堺市堺区 

セラミッ
クス 

焼成炉 84,730 3,700 自己資金
平成18年
12月 

平成19年 
10月 

ECグルー
プ焼成能
力 50％ 増
加 

原料処理設備 28,160 ― 自己資金
平成18年
12月 

平成19年 
６月 

ECグルー
プ原料処
理 能 力
100%増加 

加工設備等 60,500 ― 自己資金 平成19年
５月 

平成19年 
10月 

ECグルー
プ加工能
力等10%増
加 

東山工場 
大阪府 
堺市中区 

セラミッ
クス 

土地、工場建
屋及び成形設
備 

620,000 13,475 自己資金
平成19年
３月 

平成21年 
10月 

生産能力
30%増加 



 (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

  

（訂正前） 

当社は監査役制度採用会社であります。現在のコーポレート・ガバナンス体制については、経営の意思決定機関

として、法定の「取締役会」と、取締役および主要業務を担当する理事とで構成する「経営会議」の２つの機関が

あります。「取締役会」では、法定事項のほか特に重要な業務執行に関する事項について「取締役会規程」に基づ

き決議しております。「経営会議」では「経営会議規程」に基づき、取締役会での決議事項以外の重要な業務執行

に関して審議並びに決定を行っております。尚、監査役の３名(うち社外監査役２名)は、取締役会および経営会議

において助言・提言を行います。 

当社の取締役は、６名（平成19年３月31日現在、うち２名は代表取締役、社外取締役はおりません)です。また理

事は４名であり、取締役会で選任され、その身分は委任契約に基づくものとし、任期は取締役と同様原則２年とな

っております。理事は、社長の指揮監督のもと、取締役会で決定した業務委任の範囲において、業務執行をいたし

ます。 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

当社は、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ

とを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨を定款で定めております。 

  

（訂正後） 

当社は監査役制度採用会社であります。現在のコーポレート・ガバナンス体制については、経営の意思決定機関

として、法定の「取締役会」と、取締役および主要業務を担当する理事とで構成する「経営会議」の２つの機関が

あります。「取締役会」では、法定事項のほか特に重要な業務執行に関する事項について「取締役会規程」に基づ

き決議しております。「経営会議」では「経営会議規程」に基づき、取締役会での決議事項以外の重要な業務執行

に関して審議並びに決定を行っております。尚、監査役の３名(うち社外監査役２名)は、取締役会および経営会議

において助言・提言を行います。 

当社の取締役は、６名（平成19年３月31日現在、うち２名は代表取締役、社外取締役はおりません)です。また理

事は４名であり、取締役会で選任され、その身分は委任契約に基づくものとし、任期は取締役と同様原則２年とな

っております。理事は、社長の指揮監督のもと、取締役会で決定した業務委任の範囲において、業務執行をいたし

ます。 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。 

当社は、各社外監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき会社法第423条第１項の責任を法

令が定める額を限度として負担するものとする契約を締結しております。 

当社は、株主総会の特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映される

ことをより確実にするため、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 



 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行する

ことを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株

式を取得することができる旨を定款で定めております。 
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